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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷重支持用に直立させた複数の支持部を面状に整列配置して形成される地被植物保護基
板に取り付けて路面標示を形成する明視色の平板材からなる地被植物保護基板用表示板に
おいて、
　前記平板材は、支持部に対応する嵌込み穴を形成し、この嵌込み穴は、支持部を挿通し
て同平板材の上面より支持部の上端部を突出可能にしてなる地被植物保護基板用表示板。
【請求項２】
　前記嵌込み穴の周縁に、支持部の側面と干渉して変形可能な弾性板状の弾性固定部を形
成したことを特徴とする請求項１記載の地被植物保護基板用表示板。
【請求項３】
　前記平板材の両端縁から脚部を下方に張り出し、この脚部の先端にアンカーピンの取付
け部を設けたことを特徴とする請求項１記載の地被植物保護基板用表示板。
【請求項４】
　前記嵌込み穴は、地被植物保護基板の至近の２つの支持部と対応して幅方向に形成した
ことを特徴とする請求項１記載の地被植物保護基板用表示板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芝生などの地被植物を保護するための地被植物保護基板を敷設して緑地化し
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た駐車場等において、この基板に取り付けて駐車車両の区画線やその他の記号標示等を形
成する地被植物保護基板用表示板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　芝生などの地被植物による緑化舗装は、アスファルトやコンクリートによる舗装に比べ
て夏季の照り返しが少なく、また雨水等の浸透性に優れているため、地球温暖化の防止、
降雨等による洪水、地下水の枯渇による地盤沈下対策等に効果があるとして評価されてお
り、各地でこのような緑化舗装が行われている。
【０００３】
　一方、人や車両によって頻繁に踏圧されるという過酷な条件の下では植付けた芝生を繁
茂させ、また枯死させずに維持することは難しく、芝生地は普通、立入り禁止となってい
ることが多く不自由である。そのため、公園や駐車場などに芝生を踏圧から保護する樹脂
製の地被植物保護基板を敷設し、これに芝生を植付けて造成地を立入り自由に緑地化する
ことが行われている。
【０００４】
　この地被植物保護基板は、例えば格子状フレームの各交点にそれぞれ筒状の支持部を直
立に配置して形成されている。芝生は、この支持部の頂部よりも低位に形成し、この支持
部の頂部で車両等の縦荷重を受けて、芝生に踏圧がかかったり、芝生が削れることを防い
で枯死しないように保護している（特許文献１）。
【０００５】
　このような緑化舗装地は、公園などの他に車両の駐車スペースとして利用されることも
多く、この場合、明視色の地被植物保護基板用表示板を支持部にかぶせるように取り付け
て所定の配置に並べ、地被植物保護基板の上面に駐車車両の区画線などの表示を形成して
いた。地被植物保護基板用表示板は地被植物保護基板の上面にかぶせて取り付けられるた
め、芝生が繁茂しても表示を確実に明視できる。
【０００６】
　従来の地被植物保護基板用表示板は、支持部にかぶせるようにして係止固定して簡便に
取付けられるが、地被植物保護基板の支持部よりも上位に取り付けられるため、車両等が
地被植物保護基板用表示板の上を通過した際に破損してしまうことが頻繁に起こっていた
。また、係止固定されているだけなので外れやすく、いたずら等で持ち去られることもあ
った。
【特許文献１】実登２５２６４０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、地被植物保護基板が過酷な荷重を受ける条件のもとで、明視性を確保
しつつ耐久性に優れた地被植物保護基板用表示板を提供し、さらに加えて、簡易な取り付
け操作によって確実に固定することができる地被植物保護基板用表示板を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１記載のごとく、荷重支持用に直立させた複数の支
持部を面状に整列配置して形成される地被植物保護基板に取り付けて路面標示を形成する
明視色の平板材からなる地被植物保護基板用表示板において、前記平板材は、支持部に対
応する嵌込み穴を形成し、この嵌込み穴は、支持部を挿通して同平板材の上面より支持部
の上端部を突出可能にした。
【０００９】
　請求項２記載のごとく、前記嵌込み穴の周縁に、支持部の側面と干渉して変形可能な弾
性板状の弾性固定部を形成した。
【００１０】
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　請求項３記載のごとく、前記平板材の両端縁から脚部を下方に張り出し、この脚部の先
端にアンカーピンの取付け部を設けた。
【００１１】
　請求項４記載のごとく、前記嵌込み穴は、地被植物保護基板の至近の２つの支持部と対
応して幅方向に形成した。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載のごとく、地被植物保護基板用表示板に支持部を挿通する嵌込み穴を形成
し、支持部の上端部を地被植物保護基板用表示板の上面よりも突出可能に構成したことに
より、突出させた支持部により車両等の荷重を分散し、地被植物保護基板用表示板が破損
するのを防ぐことができる。
【００１３】
　請求項２記載のごとく、嵌込み穴に弾性固定部を形成したことにより、弾性固定部が支
持部の側面と干渉するまで地被植物保護基板用表示板を押し込んで、支持部の上端部が平
板材の上面より突出すると共に地被植物保護基板用表示板が沈降しすぎない状態で嵌合固
定し、地被植物保護基板用表示板が破損するのを防ぐと共に、明視可能に取り付けること
ができる。
【００１４】
　請求項３記載のごとく、地被植物保護基板用表示板に脚部を形成してアンカーピンの取
付け部を設けたことにより、平板材の上面を支持部の上端よりも適度に沈降させて明視可
能な状態で確実に固定して地被植物保護基板用表示板が破損するのを防ぎ、さらに、取り
外しにくくすることで持ち去りを防止することができる。
【００１５】
　請求項４記載のごとく、嵌込み穴を幅方向に２列に並べて構成したことにより、１枚の
地被植物保護基板用表示板を大きく形成できるため、表面の面積が大きくなって視認しや
すくなると共に、地被植物保護基板用表示板に荷重がかかってもその荷重が分散されて損
傷しにくい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図１乃至図７を参照して本発明にかかる地被植物保護基板用表示板について説明
する。
【００１７】
　図１は、本発明にかかる地被植物保護基板用表示板の右半分を地被植物保護基板に取付
けた状態で示す平面図であり、図２は、図１における地被植物保護基板用表示板のＡ－Ａ
線断面図である。
【００１８】
　地被植物保護基板用表示板１（以下「表示板」と言う。）は、白色等の明視色の平板材
２に複数の嵌込み穴３を貫通して形成し、この嵌込み穴３の径は、地被植物保護基板１０
０に直立して形成された筒状の支持部１０２を挿通して、支持部１０２の上端部を平板材
２の上面よりも突出可能な大きさに形成する。
【００１９】
　地被植物保護基板１００は、格子状に形成したフレーム１０１の各交点に支持部１０２
を直立して構成されており、面状に等間隔に整列配置された支持部１０２によって被地植
物を車両などによる踏圧から保護する。フレーム１０１と支持部１０２とは、強化プラス
チックなどの高強度樹脂により一体的に形成される。支持部１０２には、その頂部に滑り
止めの凹凸が形成され、側面には荷重を分散して支持する補強用の縦リブ１０３が裾広が
りに突設されている。縦リブ１０３は支持筒１０２の等分周位置（図例では８等分周位置
）に形成される。
【００２０】
　嵌込み穴３の周縁には、縦リブ１０３を備えた支持部１０２と嵌合固定するために、薄
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肉の弾性固定部４と嵌合用に切り欠いた切込み部５を形成する。具体的には、切込み部５
は、支持部１０２の前後左右位置のそれぞれの縦リブ１０３と嵌合する位置に配置し、こ
れら切込み部５の間の斜め４５度の位置に弾性固定部４を配置する。
【００２１】
　この弾性固定部４は、図１におけるＢ－Ｂ線断面を拡大して図３に示すように、その肉
厚Ｔを他の部分よりも薄く形成し、裾広がりに突設されている縦リブ１０３の傾斜外側面
と干渉して変形することにより、嵌合する高さ位置に応じた拘束力を生じる。
　したがって、支持筒１０２に形成されている全ての縦リブ１０３に対応して弾性固定部
４を配置することでより大きな拘束力を得ることができる。また、嵌込み穴３の周縁から
後退または進出した位置で縦リブ１０３と干渉させたり、弾性固定部４を支持部１０２の
側面に直接干渉する態様に構成することにより、適宜の拘束力を得ることができる。
【００２２】
　この嵌込み穴３に支持部１０２を挿通して表示板１を押し込むと、図３において破線で
図示したように、嵌込み穴３の弾性固定部４が支持部１０２の側面に形成された縦リブ１
０３によって変形し、嵌込み穴３と支持部１０２とが嵌合して固定される。この時、表示
板１は、支持部１０２の頂部よりも低い位置で保持されるため、荷重を直接受けることが
なく、また路面上方から明視可能に固定することができる。
【００２３】
　表示板１の嵌込み穴３の配置については、それぞれ地被植物保護基板１００の至近の支
持部１０２と対応する複数の位置に形成する。
　例えば、図例のように、１列につき２個の嵌込み穴３を幅方向に４列並べて形成する。
この場合、幅方向の端側の列の嵌込み穴３は、中央部の嵌込み穴３よりもその穴径を大き
く形成して、成型誤差や外気温等による地被植物保護基板１００の伸縮に追従可能に構成
する。また、少なくとも至近の２つの支持部１０２を含むように嵌込み穴３を配置するこ
とにより、表示板１が偏った荷重を受けても過大に傾斜することなく支持部１０２によっ
て保持することができる。
【００２４】
　上記した嵌込み穴３の他に、表示板１の平板材２には外周枠２ａを形成する。この外周
枠２ａは、平板材２の周縁からから下方外側へ向かって広がるように形成して平板材２を
補強する。また、平板材２と外周枠２ａの表面には、低頭の帯状リブ２ｂを形成する。こ
の帯状リブ２ｂは、平板材２の周縁に沿って形成すると共に嵌込み穴３を方形に囲む格子
模様状に配置される。図例では、断面が略矩形に形成されているが、断面三角形状や断面
半円状のカマボコ形に形成してもよい。
【００２５】
　さらに、平板材２の底面側には、図４に示すように、嵌込み穴３の周囲に円環状の補強
用リブ６を突設する。この補強用リブ６は、図２に断面で示したように、外周枠２ａと同
じ程度の高さに形成し、嵌込み穴３が形成された平板材２を補強する。さらに、底面側に
は模様状のリブ６ａを縦横に突設して平板材２を補強する。
【００２６】
　平板材２の幅方向の両端縁中央にはそれぞれ脚部７、７を形成する。脚部７、７は平板
材２の端縁から下方に張り出すと共に傾斜させて、下方に向かって縮径する切頭の半円錐
筒状に形成する。脚部７、７の下端部には円環状に形成したアンカーピン取付部８、８を
設け、このアンカーピン取付部８、８を介して２本のアンカーピン９、９を下地路盤１２
に打ち込み、表示板１を設置固定することで、平板材の上面を支持部の上端よりも適度に
沈降させた状態で確実に固定すると共に、取り外しにくくして持ち去りを防止する。
【００２７】
　図５及び図６は、２枚の表示板１を重ねて示す部分断面正面図及び部分断面側面図であ
る。
　脚部７、７は、平板材２の端縁から下方に張り出すと共に半円錐筒状に傾斜して形成さ
れているため、上下の表示板１の脚部７、７が干渉せず、省スペースに積み重ねることが
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できると共に、半円錐筒状の脚部７、７が互いに嵌り合って積み重ねた表示板１が崩れに
くい。
【００２８】
　図７は、本発明に係る表示板１を、緑地化した駐車場に適用した状態を示す斜視図であ
る。この駐車場は、一面に地被植物保護基板１００を敷設し、その上に芝を植付けて形成
されている。
【００２９】
　一枚の地被植物保護基板１００は、運搬時や敷設する際の利便性などから、一辺が数十
ｃｍの略方形の格子状フレーム１０１により形成され、この格子状フレーム１０１の各交
点にそれぞれ支持部１０２が整列配置される。例えば、この地被植物保護基板１００を５
０ｃｍ程度の大きさの方形に形成して、縦横各８列の計６４個の支持部１０２を面状に整
列配置する。
【００３０】
　この地被植物保護基板１００を、図２に示したように平坦に整地した下地路盤１２の上
に敷設し、図示しない連結具によって互いに結合して適宜の面積と形状とを構成する。そ
して、支持部１０２の頂部まで客土１１を投入し、客土１１の上に芝１０を敷き詰めてロ
ーラによる転圧を数回行い、芝１０を押し込んで緑地を造成する。
【００３１】
　こうして敷設した地被植物保護基板１００の支持部１０２を表示板１の嵌込み穴３に挿
通し、支持部１０２の上端部が表示板１の上面よりも突出するまで押し込むと共に弾性固
定部４によって嵌込み穴３と支持部１０２を嵌合する。さらに、アンカーピン取付部８、
８を介してアンカーピン９、９を下地路盤１２に打ち込み、平板材の上面を支持部の上端
よりも適度に沈降させた状態で表示板１を確実に固定する。
【００３２】
　緑地化駐車場には適宜の位置に車止めが設置されており、この車止めに対応して表示板
１を直線状に並べて配置し、駐車場における車両の駐車スペースの区画線を形成する。
　また、この表示板１を適宜の位置に配置して、身体障害者用の駐車スペースであること
を示す標示を形成することもできる。さらには、ヘリコプターの離着陸場等の標示を形成
することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明にかかる地被植物保護基板用表示板について右半分を地被植物保護基板に
取付けた状態で示す平面図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１におけるＢ－Ｂ線断面について右半分を端面図とする拡大断面図である。
【図４】地被植物保護基板用表示板の一部を示す部分底面図である。
【図５】２枚の地被植物保護基板用表示板を重ねて示すＡ－Ａ線断面図である。
【図６】２枚の地被植物保護基板用表示板を重ね、一方の右半分を断面とする側面図であ
る。
【図７】地被植物保護基板用表示板を緑地化した駐車場に適用した状態を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
【００３４】
　１　地被植物保護基板用表示板
　２　平板材
　２ａ　外周枠
　２ｂ　帯状リブ
　３　嵌込み穴
　４　弾性固定部
　５　切込み部
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　６　補強用リブ
　６ａ　リブ
　７　脚部
　８　アンカーピン取付部
　９　アンカーピン
　１０　芝
　１００　地被植物保護基板
　１０１　フレーム
　１０２　支持部
　１０３　縦リブ
　Ｔ　肉厚

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】



(8) JP 4652189 B2 2011.3.16

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平７－３２２７７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－９５５１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平５－５６７２４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｇ　　１３／００　　　　
              Ａ０１Ｇ　　　１／１２　　　　
              Ｇ０９Ｆ　　　７／００　　　　
              Ｇ０９Ｆ　　１９／２２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

